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 令和５年３月から適用する設計業務委託等技術者単価（以下「新技術者

単価」という。）及び公共工事設計労務単価（以下「新労務単価」という。）

が決定されたことを受けて、以下のとおり特例措置を定めたのでお知らせ

します。  

                                       

１ 措置の内容  

 

新技術者単価及び新労務単価の決定に伴い、２に定める業務委託の受

注者は、土木設計業務等委託契約書第５７条、建築設計業務委託契約書

第５８条又は測量調査業務委託契約書第５７条の規定に基づき、業務委

託料の変更の協議を請求することができます。  

 

２ 適用対象業務委託  

 

令和５年３月１日以降に契約を行う業務委託のうち、令和５年３月１

日改正前の設計業務委託等技術者単価又は公共工事設計労務単価を適用

して予定価格を積算しているもの。  

なお、落札決定後の業務委託の場合、発注者は落札者に対して、本特

例措置に基づいた対応が可能であることを説明の上で契約を行います。  

また、契約後の業務委託にあっては、発注者は受注者に対して、本特

例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとします。  

  

３ 業務委託料の変更  

 

変更後の業務委託料については、次の式により算出します。  

変更後の業務委託料＝Ｐ 新  ×ｋ  

    

この式において、Ｐ 新及びｋは、それぞれ次の額を表します。  

   Ｐ 新：新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積

算した設計額  

   ｋ  ：当初契約時点の落札率  

※ 当初契約時点の資機材単価も算定対象となります。  

 



 ４ 協議の請求期限について  

 

  本通知に基づく業務委託料の変更の受注者からの協議の請求期限につ

いては、当初契約の日から６０日以内となりますのでご注意願います。 

  

  


